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　新里地区の金子喜代作（かねこきよさく）さんは、お米の栽培に力を入れており、「令和７年度知事酒米品評会」で良質な品質の酒
米を生産した農家を称える品質部門において群馬県知事等より高い評価を受け、表彰されました。
　約22町の広大な田んぼには、「にじのきらめき」、また宇都宮大学が開発した強い甘みが特徴の「ゆうだい21」などの品種を始め、
酒米、もち米も栽培しております。撮影日当日も田植えの真っ最中でお忙しい中、すでに田植えが終わった田んぼを背に撮影させて
頂きました。ありがとうございました。
　群馬用水の水の恩恵を受け、美味しいお米作りにこれからも力を入れていきたいと意気込んでおられました。（撮影日：令和８年６月）
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令和８年７月 第84号群馬用水だより

　組合員の皆様におかれましては、時下ますますご清祥のこととお慶び申し
上げます。また、日頃より本土地改良区の業務運営や事業推進に対して、
ご理解とご協力を賜りますことに厚く御礼申し上げます。
　近年、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。世界に目を向ける
と、中東地域をはじめとする国際情勢の緊張が続き、エネルギー価格や資

材価格の上昇等が農業経営にも大きな影響を与えており、農業経営を取り巻く環境は依然として厳し
い状況にあります。
　また、気候変動の影響も年々顕著になっています。記録的な猛暑や少雨、さらには局地的な豪雨など、
従来の経験則だけでは対応が難しい気象現象が頻発しています。農作物への影響はもちろんのこと、
農業用水の安定確保や農業水利施設の維持管理においても、新たな課題への対応が求められています。
　このような状況の中で、農業用水を安定的に供給することはもちろん、老朽化した施設の計画的な
更新や適切な維持管理、防災・減災対策など、将来にわたり地域農業を支える農業生産基盤の維持に、
土地改良区の果たす役割はますます重要になっています。
　令和７年４月に施行された改正土地改良法において、土地改良区や市町村等の関係者が、将来にわ
たり農業水利施設を適切に保全していくための体制を構築する、連携管理保全計画（水土里ビジョン）
の策定が位置付けられました。こうした状況を踏まえ、本土地改良区は県内でもいち早く水土里ビジョ
ンの策定に取り組んでおり、本計画により20年、30年後を見据えた地域の農業生産基盤の保全や土
地改良区の運営基盤の強化を図る施設管理体制の構築に努めてまいる所存です。
　また、土地改良区運営において重要な課題の一つである未収賦課金対策につきましても、本年度、
県の認可を経て必要な手続きを進めて滞納処分を実施していく予定です。皆様にはご理解、ご協力を
お願いいたします。
　厳しい情勢の中、限られた財源でありますが、施設の適切な維持管理と安定した用水供給に努め、
地域農業を次世代へ繋いでいくよう、役職員一同取り組んでまいりますので、皆様には、今後とも土
地改良区運営へのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

あ い さ つ
� 群馬用水土地改良区理事長　後閑千代壽

第１号議案	 令和７年度一般会計収支補正（二次）予算（案）の議決について
第２号議案	 令和８年度事業計画（案）の議決について
第３号議案	 令和８年度一般会計収支予算（案）の議決について
第４号議案	 令和８年度賦課金徴収方法及び徴収時期（案）の議決について
第５号議案	 ５年超過分における賦課金の不納欠損処分（案）の議決について
第６号議案	 地区編入に伴う加入金単価（案）の議決について
第７号議案	 地区除外決済金単価（案）の議決について
第８号議案	 令和８年度金銭の預入金融機関指定（案）の議決について
第９号議案	 令和８年度特別会計発電事業収支予算（案）の議決について
第10号議案	 群馬用水土地改良区役員等の報酬及び費用弁償に関する要綱の一部改正（案）の議決について
第11号議案	 地区除外同意の承認について
第12号議案	 群馬用水土地改良区役員補欠選任について

第63回通常総代会が開催されました
令和８年度予算案など12件が議決・承認されました
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令和８年７月 第84号群馬用水だより

収入の部 支出の部
土地改良事業収入 345,640 土地改良事業費支出 549,970
附 帯 事 業 収 入 97,170 附 帯 事 業 支 出 10,850
特定資産運用収入 310 一 般 管 理 費 支 出 184,000
補 助 金 等 収 入 409,020 土地改良事業負担金支出 219,401
交 付 金 収 入 97,880 借 入 金 返 済 支 出 30
寄 付 金 収 入 10 支 払 利 息 20
業 務 受 託 料 収 入 9,010 固定資産取得支出 70
雑 収 入 3,270 附帯事業固定資産取得支出 120
借 入 金 収 入 20 特定資産積立支出 36,820
特定資産取崩収入 10,050 雑 支 出 700
他 会 計 繰 入 金 1,700 他 会 計 操 出 支 出 10
前 年 度 繰 越 金 65,133 予 備 費 37,222

計 1,039,213 計 1,039,213

１．一般会計予算
会　計　名 予算額

発 電 事 業 3,921

土地改良
事業費支出
549,970
52.92%

予備費
37,222　3.58%

支出合計
1,039,213

収入合計
1,039,213

（単位：千円）（単位：千円）

土地改良
事業収入
345,640
33.26%

附帯事業収入
97,170
9.35%

交付金収入
97,880
9.42%

補助金等収入
409,020
39.36%

他会計操出支出　10　0.00％
雑支出　700　0.07%
特定資産積立支出　36,820　3.54%
附帯事業固定資産取得支出
120　0.01%
固定資産取得支出　
70　0.01%
支払利息　20　0.00％
借入金返済支出　
30　0.00％

土地改良事業
負担金支出
219,401
21.11%

一般管理費支出
184,000
17.71%

附帯事業支出
10,850　1.04%

収入の部 支出の部
前年度繰越金　65,133　6.27%
他会計繰入金　1,700　0.16%
特定資産取崩収入
10,050　0.97%
借入金収入　20　0.00%
雑収入　3,270　0.31%
業務受託料収入
9,010　0.87%
寄付金収入
10　0.00％

特定資産運用収入
310　0.03%

２．特別会計予算 （単位：千円）（単位：千円）

令和８年度　予算について
　令和８年度一般会計予算は、総額10億3921万円となりました。予算の編成は令和２年度に策定した「群馬
用水土地改良区長期計画（群用令和ビジョン）」に基づき各項目の積み上げ方式とし、プライマリーバランス
に配慮した予算となっています。
　収入の33.26％を占める土地改良事業収入（３億4564万円）は、主に皆さまからの賦課金です。また、
39.36％となる補助金等収入（４億902万円）は行政からの支援金で、主に水利施設管理強化事業の補助拡大
や必要な土地改良区営事業の実施により、昨年度と比較しておよそ4.27％（7438万円）増加しました。
　支出の52.92％を占める土地改良事業費支出（５億4997万円）は、膨大な数の土地改良施設の維持管理や
修繕費用に充てられます。その他、人件費や事務費などに充てる一般管理費支出（１億8400万円）が
17.71％です。
　また、幹線水路を管理する水資源機構への負担金や県が実施する施設整備事業の負担金に充てる土地改良
事業負担金支出（２億1940万円）が21.11％です。
　本年度も諸物価高騰が続いており、また新たに実施する施設の補修・補強や管理業務のICT化のための整備
事業に伴い、前年度比109％増の予算となりますが、引き続き財政の健全化を維持し運営にあたってまいります。
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令和８年７月 第84号群馬用水だより

　皆様から頂いた賦課金は施設を維持・管理するための費用に充てられ、県央地域へ農業用水を安定
供給し農業経営を支える重要な役割を担っています。
　賦課金は、土地改良法及び土地改良区定款に基づき、事業実施区域内に農地をお持ちであれば水使
用の有無や耕作状況にかかわらず、組合員さんにご負担して頂く費用です。

※�各届け出は事務局へご連絡いただくか、ホームページより書式をダウンロードしてご利用ください。

口座引落の方：�通知書記載の金額が引落日に残高不足で引落が出来ない事の無いようにご確認ください。
　　　　　　　※指定口座より引落しが出来なかった場合は翌月に再引落を行います。
現金納付の方：�農協及びコンビニエンスストアにて納付できます。但し、30万円を超える場合はコンビ

ニエンスストアは、ご利用できませんのでご了承ください。

令和７年度より未収賦課金の滞納処分実施に取り組んでいます。
賦課金の納入が困難な場合は早めにご相談下さい。また、未収金回収は専門の弁護士（エジソン法律事
務所）に依頼も行っていきます。引き続き、組合員の皆様には賦課金の納入にご理解とご協力をお願い
いたします。

※令和８年度　賦課金納入期限（期限内納入をお願いします）
　・経常費、特別賦課金　令和８年７月31日　・維持管理費賦課金　令和８年９月30日

◆農地の権利移動（相続・売買や貸借等）があったとき
◆氏名や住所の変更、また経営移譲をしたとき

◆農地を転用するとき
◆公共事業用地（道路・公園用地等）で買収・寄付されたとき

組合員資格得喪通知書

｝
｝

転用意見書交付申請書
地区除外申請書

変更がある場合は、各種手続きが必要です

　賦課金は毎年４月１日現在の土地原簿を基準に賦課されますので、変更がある方は基準日までに
申請をお願いします。
　また、法務局・市町村・農業委員会への手続きをしても土地改良区の土地原簿は変更されません
ので、必ず土地改良区に手続きを行ってください。
※滞納賦課金のある農地を取得した場合、その滞納賦課金は新しい権利者が負担することになります。
　滞納賦課金は、土地改良法第43条１項に基づき、新権利者に支払いが義務づけられます。つきま
しては、農地の権利移動に際し必ず賦課金滞納の有無について、当土地改良区にお問い合わせくだ
さい。（競売・公売等の場合も同様です。）

届出の注意点

賦課についてよくある問い合わせ
「耕作していないので水を使用していない」
「相続で農地を取得したけれど、農業をしていない」

等の質問がよせられます。

賦課金について
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令和８年７月 第84号群馬用水だより

用水の安定供給への協力「水は限りある資源です。」ご理解ください。
水の利用と配水計画について
　群馬用水は国から水利権の許可により取水し、自然水も取り入れて初めて全体の安定した利用が可能
になります。また、本年度の夏水配水計画は例年どおり、５/16から約６㎥/sと水利権が冬水から、約
３㎥/s増となり、６/１から約12㎥/sと夏期通水で最大に増量がされます。８/26からは水落ちとなり、
約10㎥/sまで減量され９/25に夏水配水は終了します。それに向け、地域の状況と水量バランスを見
ながら９/25までに全体を調整するため、８/25以降から水量調整を行います。
　組合員の皆様には用水の運用並びに節水にご理解とご協力をお願いいたします。

※毎年、雨不足・異常気象の影響で水不足となり、群馬用水の安定供給に苦労しています。
　組合員の皆様にはより一層のご理解をお願いいたします。

令和８年度事業に伴う断水など、ご協力ください
　群馬用水施設の長寿命化と用水の安定供給のため、毎年度計画的に県営事業などの補助事業を活用し
施設改修を行っています。令和８年度も各地区で改修工事を実施いたしますので、工事による通行規制
や断水などご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力をお願いいたします。

緊急連絡について（お願い）
　施設の老朽化で漏水事故が多発しています。地域の皆様には漏水を発見しましたら緊急連絡先にご連絡くだ
さい。時間外は転送され担当職員が応対しますが、電話中など出られない事がありますので、お手数ですが何
度かお掛け直しください。　TEL：027-251-0019

令和８年度  水源情報・配水計画

石綿管から塩ビ管へ改修

水源地　矢木沢ダム
（６月１日現在　貯水率42％）

改修事業のお知らせ

令和８年度　改修事業予定
事　業　名 地区名 改修内容 場　　　所

県営農村地域防災減災事業 宮室原中 管路整備 高崎市西国分町他　地内

〃 前橋金丸 〃 前橋市嶺町他　地内

県営水利施設等保全高度化事業 金丸 用水機場整備 前橋市小坂子　地内

土地改良区営農業水路等
長寿命化・防災減災事業 粕川 管路整備 前橋市粕川町　地内

※改修工事は９月以降に行う予定です。地域の皆様には地元回覧等でお知らせいたします。

管理課より組合員の皆さんへ

5



令和８年７月 第84号群馬用水だより

　令和７年度各種表彰式は、令和８年２月13日（金）群馬県公
社総合ビル１階ホールで群馬用水地域利水改善グループ体験発
表会と同時開催されました。受賞者の方々の更なるご活躍をご
期待申し上げます。
昨年の８月に実施し
た「露地ナス立毛共
励会」、12月に実施
した「秋冬ネギ共励
会」さらに各地区よ
り推薦された「優良
農家表彰」の合同表
彰式として実施しま
した。
　表彰式は、群馬用
水地域の農業振興や
農家の経営改善の一
助となることを目的
に実施しています。

１．開催日時　�令和８年２月13日（金）
２．開催場所　�群馬県公社総合ビル　１階ホール
３．内　　容　�体験発表・講演
　　　　　発表者　小渕智也 氏（北群馬郡吉岡町）
　　　　　　　　　演　題　「VUCA時代でも持続可能な小規模営農」
　　　　　発表者　都丸　悟 氏（渋川市赤城町）
　　　　　　　　　演　題　「旬をつなぐ安定供給と安定価格販売に向けて」
　　　　　講　演　講　師　高崎健康福祉大学農学部　山崎　篤 氏
　　　　　　　　　演　題　「ネギ栽培における生理生態の特徴について」

４．参 集 者　来賓、発表者、受賞者、利水改善グループ連絡協議会員、営農推進協議会の関係者
　　　　　　　�県、市町村、JA、各関係者、群馬用水土地改良区の理事、総代、職員　130名

表　彰

優良農家の部

露地ナス立毛共励会の部

講演会体験発表

優良農家の部� 田中　　力（渋川市）
　　 〃� 池田　忠行（前橋市）
　　 〃� 岩田　俊一（榛東村）

露地ナス立毛共励会の部
最 優 秀 賞� 井上　真騎（前橋市）
優　秀　賞� 萩原　秀人（渋川市）
　　 〃� 落合　　拓（高崎市）
優　良　賞（五十音順）� 桒子　知紀（桐生市）
　　 〃� 須藤　宏行（前橋市）
　　 〃� 田所　恭一（前橋市）
　　 〃� 横澤　史子（前橋市）

秋冬ネギ共励会の部  
最 優 秀 賞� 横堀とも江（前橋市）
優　秀　賞� 宮田　康男（前橋市）
　　 〃� 飯塚　源一（渋川市）
優　良　賞（五十音順）� 小野澤松雄（前橋市）
　　 〃� 三浦　恒雄（前橋市）
　　 〃� 森田　吉男（渋川市）

入賞は次のとおりです。（敬称略）

第50回群馬用水地域利水改善グループ連絡協議会体験発表会

群馬用水営農推進協議会令和７年度各種表彰式
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令和８年７月 第84号群馬用水だより

令和８年
１.22	 総務・賦課徴収・管理委員会
２.13	 第50回群馬用水地域利水改善グループ連絡協議会体験発表会
	 群馬用水営農推進協議会　令和７年度各種表彰式
２.19	 第202回理事会
３.26	 役員推薦会議
	 第203回理事会
	 第63回通常総代会〔写真〕
４.９	 全国大規模農業水利事業協議会正副会長会（於：東京都）
４.23	 全国大規模農業水利事業協議会理事会（於：東京都）
５.11	 令和８年度第１回群馬用水地域協議会
５.14～15	 全国大規模農業水利事業協議会第30回総会（地方総会）
	 （於：高崎市）
５.19	 群馬用水関係市町村事務研究会定例総会
	 群馬用水地区水利施設管理強化推進協議会総会
	 群馬用水二期事業推進協議会幹事会
５.20	 水資源機構かんがい排水事業推進協議会幹事会（於：愛知県）
６.15	 農業農村整備の集い（於：東京都）
６.16	 第49回群馬用水営農推進協議会総会
６.17	 水資源機構かんがい排水事業推進協議会総会（於：東京都）
６.22	 第55回群馬用水地域利水改善グループ連絡協議会総会
６.30	 第204回理事会

　国営農業水利事業及び水資源機構営事業の関係大規模土地改良区等で組織
する、全国大規模農業水利事業協議会の第30回総会（地方総会）が、令和８
年５月14日（木）に高崎市のホテルメトロポリタン高崎において、群馬県有田
農政部長他多数のご来賓のご臨席のもと、全国の会員土地改良区から約100
名が出席し開催されました。
　総会は、後閑会長（群馬用水土地改良区理事長）の挨拶、来賓祝辞の後、報
告事項、議題が審議され、議案は全て議決、承認となりました。
　総会後には意見交換会が開催され、農林水産省農村振興局 青山次長による
「農業農村整備事業等における最近の動き」について説明があった後、意見が
活発に交わされました。
　続いて、全国水土里ネット会長会議顧問 進藤金日子参議院議員
による「国政報告について」の講演が行われ、食料・農業・農村
政策について貴重なお話を伺いました。
　翌15日は現地研修会が行われ、赤榛分水工、榛名幹線流況安定
施設を視察し群馬用水について理解を深めていただきました。
　なお、後閑理事長は、令和８年４月に開催された本協議会理事会
において協議会会長に互選され、協議会活動にも尽力しています。

総会　後閑会長挨拶

現地研修会　赤榛分水工

全国大規模農業水利事業協議会第30回総会（地方総会）が群馬県で開催

令和７年度下期・令和８年度上期の土地改良区の活動報告
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群馬用水土地改良区正職員採用試験のご案内

受験資格・応募方法等
群馬用水土地改良区では、正職員を募集いたします。
詳しくは、土地改良区ホームページに掲載の試験案内をご覧頂くか、土地改良区総務課（ＴＥＬ.027-251-0019）
へ直接お問い合わせください。
月曜日から金曜日　８：30－17：00

総務課（４名） 賦課徴収課（７名）

事務局長
総務参事

参事（賦課徴収課長兼管理課長）

事務局

総務・賦課徴収・管理委員会

総代会（議決機関）100名

監事会（監査機関）５名

（旧17市町村単位）
17管理区

嘱託（管理区事務担当）（２名） 幹線巡視員（５名） 機場運転員（17名）

管理課（９名）

理事会（執行機関）29名
土地改良区
組織図

令和８年４月１日現在

漏水（道路から水が出ている）または、給水弁から水が出ない、水圧不足等トラブルがありましたら、群馬用水土地改良区までご一報ください。

緊急連絡先 TEL:027-251-0019㈹� 休日・祝日も24時間緊急対応しています。

令和８年度に子持地区、粕川地区で組織が設立されました。

募集職種 採用予定人数 仕事内容 受験資格

総　合　職 １名 土地改良施設の管理業務及び
土地改良区運営に関する業務

1985年以降に生まれた方、大学卒
普通自動車免許（AT限定不可）

多面的機能支払交付金が地域の活性化へ大きく貢献！

総務参事
小柏春光

賦課徴収課
（賦課徴収専門員）
左部信二

管理課
（管理専門員）
樺沢　勝

　令和８年４月より３名の新しい職員が
加わりました。
　土地改良区の適切な運営に貢献できる
よう微力ながら尽力させていただきます。新規採用

職員紹介

　当土地改良区では全管理区での多面的機能支払活動組織の立ち上げを目標として
います。
　現在、地域内で９組織が約850haの農地で活動を行っています。活動を通じて
洪水防止、景観形成、生物多様性など、農業・農村が持つ多面的機能を保全すると
ともに、農地や農業用施設を適切に維持・管理していきます。
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